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第
二
十
一
章

協
力
及
び
能
力
開
発

第
二
十
一
・
一
条

一
般
規
定

１

締
約
国
は
、
協
力
及
び
能
力
開
発
の
活
動
の
重
要
性
を
認
識
し
、
こ
の
協
定
の
実
施
及
び
こ
の
協
定
の
利
益
の
増
大
を
支

援
す
る
た
め
の
当
該
活
動
で
あ
っ
て
、
経
済
成
長
及
び
開
発
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
行
い
、
及
び
強
化

す
る
。

２

締
約
国
は
、
協
力
及
び
能
力
開
発
の
活
動
を
二
以
上
の
締
約
国
間
で
相
互
の
合
意
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と

を
認
め
、
当
該
締
約
国
間
の
現
行
の
協
定
又
は
取
決
め
を
補
完
し
、
及
び
強
化
す
る
よ
う
努
め
る
。

３

締
約
国
は
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
お
い
て
民
間
部
門
の
関
与
が
重
要
で
あ
る
こ
と
及
び
中
小
企
業
が
世
界
市
場
に
参

加
す
る
際
に
支
援
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。

第
二
十
一
・
二
条

協
力
及
び
能
力
開
発
の
分
野

１

締
約
国
は
、
次
の
事
項
を
支
援
す
る
た
め
、
協
力
及
び
能
力
開
発
の
活
動
を
行
い
、
及
び
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
協
定
の
実
施

(a)

こ
の
協
定
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
る
経
済
的
機
会
を
利
用
す
る
各
締
約
国
の
能
力
の
向
上

(b)
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締
約
国
間
の
貿
易
及
び
投
資
の
促
進
及
び
円
滑
化

(c)
２

協
力
及
び
能
力
開
発
の
活
動
に
は
、
次
の
分
野
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
必
ず
し
も
こ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
な
い
。

農
業
、
工
業
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
部
門

(a)

教
育
、
文
化
及
び
性
の
平
等
の
促
進

(b)

災
害
リ
ス
ク
の
管
理

(c)
３

締
約
国
は
、
技
術
及
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
協
力
及
び
能
力
開
発
の
活
動
に
付
加
価
値
を
与
え
る
こ
と
並
び
に
こ
の
条
の

規
定
に
基
づ
く
協
力
及
び
能
力
開
発
の
活
動
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
認
め
る
。

４

締
約
国
は
、
協
力
及
び
能
力
開
発
の
活
動
を
、
対
話
、
研
究
集
会
、
セ
ミ
ナ
ー
、
会
議
、
共
同
の
計
画
及
び
共
同
の
事
業

の
態
様
、
能
力
開
発
及
び
訓
練
を
促
進
し
、
及
び
円
滑
に
す
る
た
め
の
技
術
支
援
の
態
様
、
政
策
及
び
手
続
に
関
す
る
最
良

の
慣
行
の
共
有
の
態
様
、
専
門
家
の
交
流
、
情
報
の
交
換
及
び
技
術
の
交
流
の
態
様
等
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
一
・
三
条

協
力
及
び
能
力
開
発
の
た
め
の
連
絡
部
局

１

各
締
約
国
は
、
第
二
十
七
・
五
条
（
連
絡
部
局
）
の
規
定
に
従
い
、
協
力
及
び
能
力
開
発
の
活
動
の
調
整
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
の
連
絡
部
局
を
指
定
し
、
及
び
通
報
す
る
。
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２

締
約
国
は
、
他
の
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
に
対
し
、
こ
の
協
定
に
関
す
る
協
力
及
び
能
力
開
発
の
活
動
の
要
請
を
連
絡

部
局
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
一
・
四
条

協
力
及
び
能
力
開
発
に
関
す
る
小
委
員
会

１

締
約
国
は
、
こ
こ
に
各
締
約
国
の
政
府
の
代
表
者
か
ら
成
る
協
力
及
び
能
力
開
発
に
関
す
る
小
委
員
会
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
協
力
・
能
力
開
発
小
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

２

協
力
・
能
力
開
発
小
委
員
会
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

様
々
な
分
野
に
お
け
る
締
約
国
間
の
情
報
（
締
約
国
間
で
行
わ
れ
た
協
力
及
び
能
力
開
発
の
活
動
を
通
じ
て
得
ら
れ
た

(a)
経
験
及
び
教
訓
を
含
む
が
、
こ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
な
い
。
）
の
交
換
を
円
滑
に
す
る
こ
と
。

将
来
の
協
力
及
び
能
力
開
発
の
活
動
に
関
す
る
問
題
又
は
提
案
を
討
議
し
、
及
び
検
討
す
る
こ
と
。

(b)

適
当
な
場
合
に
は
、
協
力
及
び
能
力
開
発
の
活
動
に
お
け
る
援
助
者
間
の
協
調
を
強
化
し
、
及
び
官
民
間
の
連
携
を
円

(c)
滑
に
す
る
た
め
の
協
力
を
開
始
し
、
及
び
行
う
こ
と
。

適
当
な
場
合
に
は
、
協
力
及
び
能
力
開
発
の
活
動
の
発
展
及
び
実
施
を
支
援
す
る
た
め
、
国
際
的
な
援
助
機
関
、
民
間

(d)
部
門
の
団
体
、
非
政
府
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
を
招
請
す
る
こ
と
。
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適
当
な
場
合
に
は
、
政
府
の
代
表
者
、
非
政
府
の
代
表
者
又
は
そ
の
双
方
を
含
む
特
別
作
業
部
会
を
設
置
す
る
こ
と
。

(e)

適
当
な
場
合
に
は
、
協
力
及
び
能
力
開
発
の
活
動
の
発
展
及
び
実
施
を
支
援
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
に
よ
っ
て
設
置
さ

(f)
れ
る
他
の
小
委
員
会
、
作
業
部
会
そ
の
他
の
補
助
機
関
と
調
整
す
る
こ
と
。

こ
の
章
の
規
定
の
実
施
又
は
運
用
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

(g)

締
約
国
が
決
定
す
る
そ
の
他
の
活
動
を
行
う
こ
と
。

(h)
３

協
力
・
能
力
開
発
小
委
員
会
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
会
合
し
、
そ
の
後
は
必
要
に
応
じ
て
会

合
す
る
。

４

協
力
・
能
力
開
発
小
委
員
会
は
、
そ
の
会
合
の
合
意
さ
れ
た
記
録
（
決
定
及
び
次
の
行
動
を
含
む
。
）
を
作
成
す
る
も
の

と
し
、
適
当
な
場
合
に
は
、
委
員
会
に
報
告
す
る
。

第
二
十
一
・
五
条

資
源

締
約
国
は
、
締
約
国
間
の
開
発
の
水
準
の
相
違
を
認
め
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
協
力
及
び
能
力
開
発
の
活
動

の
た
め
の
適
当
な
資
金
又
は
現
物
の
資
源
を
、
利
用
可
能
な
資
源
及
び
異
な
る
締
約
国
が
こ
の
章
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に

有
し
て
い
る
相
対
的
な
能
力
の
範
囲
内
で
、
提
供
す
る
よ
う
努
力
す
る
。
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第
二
十
一
・
六
条

紛
争
解
決
の
不
適
用

い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
こ
の
章
の
規
定
の
下
で
生
ず
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
二
十
八
章
（
紛
争
解
決
）
の
規
定
に
よ
る
紛
争

解
決
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
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